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古
代
地
域
史
研
究
の
課
題

│
│ 

愛
知
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
愛
知
県
史　

通
史
編
1　

原
始
・
古
代
』

か
ら
み
る
│
│

海
老
沢　

和　

子

は
じ
め
に

　

令
和
二
年
（
二
〇
二
〇
）
三
月
、『
愛
知
県
史
』
の
通
史
編
9
、
10
が
刊
行
さ
れ
、
編
纂
事
業
が
終
了
し
た
。
全
五
八
巻
の
う
ち
最
初

の
『
資
料
編
6　

古
代
1
』
は
平
成
十
一
年
（
一
九
九
九
）
三
月
に
出
版
さ
れ
た
。
事
業
は
平
成
四
年
（
一
九
九
二
）
六
月
に
「
愛
知
県

史
資
料
懇
談
会
」
が
設
置
さ
れ
、
平
成
六
年
度
か
ら
開
始
さ
れ
て
い
た
た
め
、
結
果
的
に
四
半
世
紀
に
わ
た
る
編
纂
と
な
っ
た
（「
県
史

編
さ
ん
事
業
を
総
括
し
て
」『
愛
知
県
史
研
究
』
第
二
四
号
、
二
〇
二
〇
年
）。
通
史
編
の
現
代
編
が
昭
和
末
ま
で
を
叙
述
す
る
こ
と
か
ら

み
て
も
、
平
成
が
始
ま
る
ま
で
の
愛
知
県
域
の
連
綿
と
続
く
歴
史
を
、
平
成
か
ら
令
和
に
か
け
て
編
纂
し
た
事
業
と
い
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
通
史
編
一
巻
目
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
『
原
始
・
古
代
』
を
改
め
て
紹
介
す
る
こ
と
で
、
自
治
体
史
が
現
在
の
行
政
区
域
と

は
多
少
異
な
る
古
代
の
地
域
史
を
編
纂
す
る
こ
と
の
意
義
を
問
い
直
す
こ
と
を
し
て
み
た
い
。
原
始
か
ら
編
年
で
時
代
を
降
っ
て
現
県
域

を
み
た
場
合
に
、
こ
の
地
域
の
特
色
、
個
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
現
在
の
愛
知
県
は
近
代
以
降
の
行
政
的
枠
組
み
で
あ
る
。
そ
れ
以
前

の
県
域
は
尾
張
・
三
河
と
い
う
別
の
二
国
で
あ
っ
た
が
、
二
つ
の
領
域
が
成
立
し
た
理
由
は
な
に
か
。
両
地
域
の
差
異
や
個
性
は
ど
こ
に

あ
る
の
か
。
こ
う
し
た
問
い
が
本
書
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
か
を
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

筆
者
は
、
文
献
史
学
の
観
点
で
九
〜
十
二
世
紀
の
愛
知
県
域
を
中
心
と
す
る
人
び
と
の
生
活
と
そ
の
変
化
を
復
元
す
る
こ
と
に
関
心
が



（ 　 ）

愛知県立大学大学院国際文化研究科論集第22号（2021）

四
〇

91

あ
る
。
当
県
史
で
は
編
纂
事
務
の
一
員
と
し
て
本
書
の
編
集
事
業
に
も
関
わ
っ
て
い
た
た
め
、
編
集
時
の
様
々
な
苦
労
な
ど
も
記
憶
し
て

い
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
一
読
者
と
し
て
本
書
を
通
じ
た
県
域
の
生
活
現
場
が
ど
こ
ま
で
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
か
に
注
目
し
、
古
代
に

お
け
る
地
域
史
の
今
日
的
課
題
と
展
望
に
つ
い
て
、
愛
知
県
を
例
に
考
え
て
み
た
い
。

　

な
お
、
県
史
の
事
業
方
針
等
に
つ
い
て
は
、
塩
澤
君
夫
氏
「
歴
史
の
発
展
法
則
を
追
い
求
め
て
」（『
愛
知
県
史
研
究
』
第
一
五
号
、
二

〇
一
一
年
）
を
は
じ
め
、「《
特
別
企
画
》
専
門
委
員
長
・
各
部
会
長
か
ら
の
ひ
と
こ
と
」「
県
史
編
さ
ん
事
業
を
総
括
し
て
」（『
愛
知
県

史
研
究
』
第
二
四
号
、
二
〇
二
〇
年
）、
稲
葉
伸
道
氏
「『
愛
知
県
史
』
の
編
纂
に
つ
い
て
」（『
日
本
歴
史
』
第
八
三
六
号
、
二
〇
一
八

年
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
た
め
、
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
り
た
い
。
ま
た
、
煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
、『
愛
知
県
史　

通
史
編
1　

原
始
・

古
代
』
は
「
本
書
」、
他
巻
を
『
通
史
編
2　

中
世
1
』
等
と
省
略
し
て
表
記
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。

一　

『
愛
知
県
史　

通
史
編
1　

原
始
・
古
代
』
の
構
成
と
内
容

　
『
愛
知
県
史　

通
史
編
1　

原
始
・
古
代
』
は
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
全
頁
オ
ー
ル
カ
ラ
ー
印
刷
で
、

お
よ
そ
時
代
を
お
っ
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
巻
で
は
、
文
献
史
学
、
考
古
学
、
美
術
史
学
、
歴
史
地
理
学
等
の
研
究
者
二
五
人
が
執

筆
し
た
。
章
立
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　

原
始
・
古
代
の
風
景

　
　

第
一
章　

赤
土
に
刻
ま
れ
た
文
化

　
　
　

第
一
節　

旧
石
器
文
化
の
自
然
環
境

　
　
　

第
二
節　

旧
石
器
文
化
人
の
足
跡

　
　

第
二
章　

縄
文
文
化
の
展
開
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第
一
節　

縄
文
文
化
と
自
然
環
境

　
　
　

第
二
節　

縄
文
人
の
生
活
と
貝
塚

　
　
　

第
三
節　

縄
文
人
の
祈
り
と
風
習

　
　
　

第
四
節　

地
域
交
流
の
展
開

　
　

第
三
章　

農
耕
と
弥
生
文
化

　
　
　

第
一
節　

弥
生
文
化
の
舞
台

　
　
　

第
二
節　

弥
生
文
化
の
成
立
と
展
開

　
　
　

第
三
節　

弥
生
人
の
暮
ら
し
と
祈
り

　
　
　

第
四
節　

ム
ラ
か
ら
ク
ニ
へ

　
　

第
四
章　

古
墳
文
化
の
展
開
と
ヤ
マ
ト
王
権

　
　
　

第
一
節　

墳
丘
墓
か
ら
古
墳
へ

　
　
　

第
二
節　

古
墳
の
巨
大
化
と
尾
張
氏

　
　
　

第
三
節　

横
穴
式
石
室
墳
の
展
開

　
　
　

第
四
節　

人
び
と
の
生
活
と
交
流

　
　

第
五
章　

政
治
社
会
の
成
立
と
尾
張
・
三
河

　
　
　

第
一
節　

国
造
制
下
の
尾
張
・
三
河

　
　
　

第
二
節　

評
制
と
五
十
戸
制

　
　
　

第
三
節　

壬
申
の
乱
と
令
制
国
の
成
立

　
　

第
六
章　

古
代
国
家
の
成
立
と
尾
張
・
三
河

　
　
　

第
一
節　

尾
張
・
三
河
の
郡
と
里
（
郷
）
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第
二
節　

国
衙
財
政
と
尾
張
国
正
税
帳

　
　
　

第
三
節　

三
河
湾
海
部
の
世
界

　
　
　

第
四
節　

人
び
と
と
災
害

　
　

第
七
章　

変
貌
す
る
古
代
社
会
と
尾
張
・
三
河

　
　
　

第
一
節　

所
領
の
広
が
り
と
地
方
社
会

　
　
　

第
二
節　

国
衙
行
政
と
民
衆

　
　
　

第
三
節　

変
貌
す
る
尾
張
・
三
河

　
　

第
八
章　
「
尾
張
国
解
文
」
と
荘
園
・
公
領
の
成
立

　
　
　

第
一
節　
「
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
文
」
と
そ
の
背
景

　
　
　

第
二
節　
「
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
文
」
が
伝
え
る
も
の

　
　
　

第
三
節　

国
司
支
配
の
諸
相

　
　

第
九
章　

中
世
に
向
か
う
尾
張
・
三
河

　
　
　

第
一
節　

荘
園
社
会
の
諸
相

　
　
　

第
二
節　

摂
関
政
治
か
ら
院
政
の
時
代

　
　
　

第
三
節　

窯
業
生
産
に
み
る
中
世
へ
の
動
き

　
　

第
十
章　

地
域
社
会
の
生
活
と
文
化

　
　
　

第
一
節　

草
薙
剣
と
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承

　
　
　

第
二
節　

熱
田
社
の
展
開
と
神
仏
習
合

　
　
　

第
三
節　

尾
張
国
・
三
河
国
と
式
内
社
・
神
戸
・
大
嘗
祭

　
　
　

第
四
節　

仏
教
の
導
入
と
普
及
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第
五
節　

摂
関
期
の
仏
教

　
　
　

第
六
節　

院
政
期
の
仏
教
と
地
域
社
会

　
　

第
十
一
章　

条
里
と
尾
張
・
三
河
の
条
里
遺
構

　
　
　

第
一
節　

律
令
の
土
地
政
策
と
条
里
プ
ラ
ン

　
　
　

第
二
節　

尾
張
国
・
三
河
国
の
条
里
プ
ラ
ン

　
　
　

第
三
節　

尾
張
・
三
河
の
条
里
地
割

　

概
観
に
あ
た
る
「
原
始
・
古
代
の
風
景
」
か
ら
十
一
章
ま
で
で
構
成
さ
れ
叙
述
さ
れ
る
。
対
象
時
期
は
ヒ
ト
の
足
跡
が
確
か
め
ら
れ
る

後
期
旧
石
器
か
ら
治
承
・
寿
永
の
乱
（
一
一
八
〇
年
）
の
前
段
階
ま
で
と
す
る
。
主
な
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

列
島
の
三
万
年
を
さ
か
の
ぼ
る
遺
跡
か
ら
は
、
石
器
や
骨
器
が
み
つ
か
り
道
具
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。
約
二
万
七
〇
〇
〇
〜
一
万

七
〇
〇
〇
年
前
頃
か
ら
、
列
島
で
は
石
器
に
東
西
の
地
域
性
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
県
域
遺
跡
の
ナ
イ
フ
形
石
器
等
は
、
現
在
の
中

部
・
関
東
地
方
と
似
た
形
態
や
製
作
技
法
が
み
ら
れ
る
一
方
で
、
西
日
本
の
影
響
を
受
け
た
も
の
も
あ
る
（
一
章
二
節
）。

　

約
一
万
九
〇
〇
〇
年
前
に
始
ま
る
海
面
上
昇
（
縄
文
海
進
）
は
、
約
六
〇
〇
〇
年
前
の
縄
文
前
期
前
半
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
海
水
面
は

現
在
よ
り
約
三
ｍ
上
昇
し
、
現
在
の
Ｊ
Ｒ
大
垣
駅
あ
た
り
ま
で
海
が
入
り
込
ん
で
い
た
。
気
候
は
温
暖
化
し
、
周
囲
を
完
全
に
海
に
囲
ま

れ
た
日
本
列
島
が
形
成
さ
れ
た
（
二
章
一
節
）。
貝
塚
か
ら
出
土
し
た
遺
物
か
ら
食
生
活
や
埋
葬
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
（
二

章
二
〜
四
節
）。

　

紀
元
前
七
七
〇
〜
前
四
〇
三
年
頃
の
県
域
で
出
土
す
る
土
器
の
特
徴
と
し
て
、
尾
張
地
域
は
弥
生
文
化
の
典
型
的
な
土
器
形
式
で
あ
る

遠
賀
川
式
土
器
、
三
河
地
域
は
縄
文
文
化
の
土
器
形
式
で
あ
る
条
痕
文
土
器
が
分
布
し
、
弥
生
文
化
と
縄
文
文
化
が
錯
綜
す
る
地
帯
で

あ
っ
た
（
三
章
一
節
）。
朝
日
遺
跡
（
清
須
市
・
名
古
屋
市
西
区
）
で
は
大
規
模
な
環
濠
が
巡
ら
さ
れ
、
侵
入
者
を
防
ぐ
逆
茂
木
も
あ

り
、
モ
ノ
の
生
産
や
消
費
、
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
あ
る
等
、
当
時
の
生
活
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
（
三
章
三
節
）。
ま
た
、
尾
張
平
野
部
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で
出
土
量
が
多
い
パ
レ
ス
ス
タ
イ
ル
土
器
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
尾
張
地
域
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
モ
ノ
も
作
ら
れ
、
他
の
地
域
に
運
ば
れ

使
用
さ
れ
て
い
た
（
三
章
四
節
）。
木
製
品
や
石
製
品
等
も
高
い
技
術
で
製
作
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
工
房
建
物
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

弥
生
文
化
の
特
徴
の
一
つ
で
も
あ
る
銅
鐸
は
県
域
で
も
出
土
し
て
お
り
、
図
三

－

三

－

二
一
「
県
内
銅
鐸
の
出
土
地
」
で
示
さ
れ
、
銅
鐸

の
役
割
が
叙
述
さ
れ
る
。

　

四
章
一
節
の
表
四

－

一

－

一
「
美
濃
・
尾
張
・
三
河
の
古
墳
編
年
表
」
に
は
、
前
方
後
円
墳
が
四
〜
七
世
紀
に
か
け
て
美
濃
・
尾
張
か

ら
三
河
地
域
に
伝
わ
る
様
子
が
示
さ
れ
て
い
る
。
古
墳
中
期
に
、
県
内
遺
跡
で
大
毛
池
田
層
と
よ
ば
れ
る
洪
水
性
の
堆
積
層
が
み
ら
れ
、

古
墳
造
営
も
一
斉
に
途
絶
え
る
。
そ
の
後
、
大
陸
か
ら
の
新
し
い
文
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
東
山
窯
で
は
四
〇
〇
年
前
後
か
ら
須

恵
器
生
産
が
始
ま
り
、「
尾
張
型
須
恵
器
」
と
も
呼
称
さ
れ
る
独
特
の
デ
ザ
イ
ン
が
生
み
出
さ
れ
た
。
な
か
で
も
代
表
的
な
も
の
に
「
鳥

鈕
蓋
付
」
壺
が
あ
る
（
四
章
二
節
）。

　

豊
橋
市
の
馬
越
長
火
塚
古
墳
と
牟
呂
王
塚
古
墳
は
、
六
世
紀
後
葉
の
築
造
で
県
内
最
後
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
墳
丘
の
規
模
、
横
穴

式
石
室
の
規
模
、
副
葬
品
の
内
容
等
こ
の
時
期
の
こ
の
地
域
で
は
群
を
抜
く
内
容
で
あ
り
、
穂
の
国
造
の
墓
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
四
章

三
節
）。

　
「
県あ

が
た

」
は
三
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
存
在
し
た
行
政
組
織
で
、「
屯み

や
け倉

」
も
ヤ
マ
ト
王
権
の
直
轄
地
と
さ
れ
て
い
る
が
、
東

限
は
尾
張
で
あ
り
、
三
河
以
東
に
は
見
出
さ
れ
な
い
（
五
章
一
節
）。

　

六
世
紀
半
ば
以
降
の
県
域
に
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
か
ら
任
命
さ
れ
た
尾
張
・
参
河
・
穂
の
三
国
造
が
置
か
れ
た
（
五
章
一
節
）。
七
世

紀
、
律
令
制
の
導
入
に
伴
い
尾
張
国
、
三
河
国
の
二
国
に
な
り
、
以
後
こ
の
地
域
を
あ
ら
わ
す
国
名
お
よ
び
地
域
名
称
と
し
て
の
「
尾

張
」
と
「
三
河
」
が
始
ま
る
（
五
章
二
節
）。

　

諸
国
で
、
毎
年
の
正
税
の
収
支
決
算
を
中
央
に
報
告
し
て
い
た
正
税
帳
が
、
全
国
で
二
十
数
通
現
存
し
て
お
り
、「
尾
張
国
正
税
帳
」

は
天
平
二
年
と
天
平
六
年
の
二
年
分
が
残
っ
て
い
る
（
六
章
二
節
）。
特
徴
的
な
こ
と
の
一
つ
と
し
て
尾
張
国
山
田
郡
の
口
分
田
の
一
部

は
志
摩
国
百
姓
に
班
給
さ
れ
て
い
た
。
天
平
二
年
正
税
帳
に
は
実
際
に
「
尾
張
国
が
代
理
徴
税
し
一
旦
尾
張
国
の
収
入
に
計
上
し
た
上
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で
、
改
め
て
志
摩
国
に
送
付
さ
れ
て
い
た
」
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
（
六
章
二
節
、
三
八
二
頁
）。「
土
器
製
塩
法
」
で
作
ら
れ
た
塩

は
、
三
河
湾
沿
岸
に
は
弥
生
時
代
後
期
か
ら
古
墳
時
代
前
期
に
も
た
ら
さ
れ
た
（
四
章
四
節
、
二
三
五
頁
）。
平
城
宮
木
簡
に
は
知
多
半

島
や
三
河
国
か
ら
の
貢
進
物
と
し
て
塩
が
み
ら
れ
る
（
六
章
二
節
）。
ま
た
、
荷
札
木
簡
に
よ
っ
て
三
河
湾
三
島
（
篠
島
・
佐
久
島
・
日

間
賀
島
）
か
ら
贄
と
し
て
「
鯛
」
や
「
佐
米
楚
割
」
が
貢
進
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
朝
日
遺
跡
（
清
須
市
・
名
古
屋
市
西

区
）
の
貝
塚
か
ら
も
サ
メ
類
の
骨
が
出
土
し
て
お
り
、
弥
生
時
代
か
ら
食
し
て
い
た
（
三
章
三
節
）
サ
メ
が
、
八
世
紀
に
贄
と
し
て
都
に

運
ば
れ
て
い
た
。
海
部
が
供
奉
し
た
「
贄
木
簡
」
は
三
河
湾
か
ら
の
も
の
に
限
ら
れ
て
お
り
、
平
城
宮
の
長
屋
王
家
跡
の
皇
后
宮
職
が
置

か
れ
た
場
所
に
貢
進
さ
れ
て
い
た
（
四
一
二
〜
四
一
四
頁
）。

　

六
章
四
節
で
は
、
県
域
で
お
き
た
災
害
に
つ
い
て
叙
述
さ
れ
る
。
国
史
が
編
纂
さ
れ
た
八
世
紀
か
ら
十
世
紀
は
、
災
害
が
記
録
さ
れ
て

い
る
。
加
え
て
、
近
年
は
発
掘
成
果
に
よ
る
災
害
の
具
体
的
な
被
害
状
況
も
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

延
長
五
年
（
九
二
七
）
に
醍
醐
天
皇
に
撰
進
さ
れ
た
『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
、
尾
張
・
三
河
両
国
は
、
伊
勢
神
宮
・
斎
宮
の
財
政
を
も

支
え
て
い
た
。
主
に
、
神
酒
の
貢
進
が
命
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
神
宮
の
神
封
（
封
戸
）
や
御
厨
・
御
園
が
設
定
さ
れ
て
い
た
（
七
章
二
節
）。

　

八
章
で
叙
述
さ
れ
る
「
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
文
」（
以
下
「
解
文
」
と
記
す
）
は
、
尾
張
の
郡
司
と
百
姓
ら
が
国
司
の
裁
定
を
求
め

て
朝
廷
に
提
出
さ
れ
た
申
請
文
書
で
あ
る
。「
解
文
」
が
作
成
さ
れ
た
十
世
紀
は
約
四
〇
〇
年
に
お
よ
ぶ
平
安
時
代
に
お
い
て
社
会
経
済

上
の
変
革
が
進
め
ら
れ
た
時
期
で
あ
り
、
百
姓
愁
訴
の
時
代
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
国
司
へ
の
告
発
が
諸
国
で
多
発
し
た
が
、
こ
の
時
期
の
告

発
状
の
全
文
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
は
尾
張
国
の
事
例
の
み
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、「
解
文
」
は
尾
張
国
の
国
衙
支
配
の
特
徴
を
示
す
と

と
も
に
、
都
（
中
央
）
に
対
す
る
地
方
社
会
お
よ
び
国
衙
の
在
庁
官
人
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
顕
著
な
事
例
と
も
捉
え
ら
れ
る
。

本
書
で
は
「
解
文
」
を
通
じ
て
国
衙
で
実
務
を
担
う
官
人
の
姿
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
ま
た
「
解
文
」
を
中
心
と
し
て
、
そ
れ
以
前
ま
で

の
律
令
体
制
下
で
の
尾
張
・
三
河
の
社
会
生
活
、
そ
れ
以
後
の
荘
園
等
を
め
ぐ
る
中
世
社
会
へ
向
か
う
時
代
の
変
化
を
描
く
こ
と
に
重
点

が
置
か
れ
て
い
る
。

　

八
章
二
節
の
「
解
文
」
の
条
文
解
説
で
は
、
室
町
時
代
以
前
の
古
写
本
で
あ
る
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
（
弘
安
四
年
〔
一
二
八
一
〕
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写
）
と
、
こ
れ
を
補
う
か
た
ち
で
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
本
（
応
長
元
年
〔
一
三
一
一
〕
写
）
の
各
条
文
の
事
書
き
が
カ
ラ
ー
図
版
で

掲
載
さ
れ
、
内
容
と
写
本
の
系
統
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
る
。

　
「
解
文
」
と
同
時
期
の
尾
張
国
司
に
、
大
江
匡
衡
や
藤
原
中
清
が
い
る
。
藤
原
中
清
は
、
尾
張
国
の
郡
司
・
百
姓
か
ら
愁
訴
さ
れ
た
た

め
に
報
告
を
求
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
最
中
に
も
宮
廷
で
五
節
舞
姫
の
奉
仕
に
専
心
し
て
い
る
こ
と
が
『
紫
式
部
日
記
』
に
書
き
留
め
ら
れ

て
い
る
（
八
章
三
節
）。

　

南
北
朝
初
期
に
成
立
し
た
「
良
峰
氏
系
図
」
は
、
十
世
紀
以
降
の
尾
張
国
丹
羽
郡
司
一
族
が
摂
関
家
に
私
領
を
寄
進
す
る
こ
と
で
、
小

弓
荘
や
上
東
門
院
勅
旨
田
を
成
立
さ
せ
る
と
と
も
に
丹
羽
郡
司
の
地
位
を
保
証
さ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
（
九
章
一
節
）。
こ
の
時
期
、
熱

田
社
の
大
宮
司
職
は
尾
張
氏
か
ら
藤
原
氏
へ
継
承
さ
れ
た
。
尾
張
氏
は
六
世
紀
以
来
の
尾
張
地
域
で
の
勢
力
権
を
失
っ
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
九
章
二
節
で
は
安
食
荘
の
坪
付
文
書
「
醍
醐
寺
領
安
食
荘　

康
治
二
年
検
注
帳
案
」
に
つ
い
て
も
解
説
さ
れ
て
い
る
。
当
文
書
は

写
し
で
あ
る
が
、
原
本
末
尾
に
は
「
証
判
」
の
箇
所
に
署
名
が
付
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
四
度
使
」
を
名
乗
る
春
部
郡
司
は
、

丹
羽
郡
の
郡
司
一
族
橘
氏
（
良
峰
氏
）
と
推
測
さ
れ
る
ほ
か
、
譜
第
の
氏
族
尾
張
宿
祢
三
人
が
在
庁
官
人
の
上
位
者
と
し
て
名
を
連
ね
て

い
る
。
当
文
書
が
原
本
で
あ
れ
ば
、
署
名
か
ら
「
良
峰
氏
系
図
」
の
真
偽
や
尾
張
国
の
氏
族
の
勢
力
分
布
に
つ
い
て
具
体
的
に
知
る
手
掛

り
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

十
章
一
節
で
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
形
見
と
し
て
熱
田
社
に
安
置
さ
れ
た
と
い
う
草
薙
剣
が
、
様
々
な
伝
承
を
伴
い
つ
つ
伝
来
さ
れ
た
こ

と
が
叙
述
さ
れ
る
。
ま
た
、
熱
田
社
で
は
八
世
紀
後
半
以
降
は
神
仏
習
合
の
影
響
か
ら
神
宮
寺
が
建
立
さ
れ
て
い
た
。
地
方
の
仏
教
導
入

は
、
中
央
の
大
寺
院
と
の
関
係
、
地
方
の
仏
教
推
進
主
体
で
あ
る
氏
族
の
出
自
や
政
治
的
画
期
に
強
く
表
れ
て
い
る
（
十
章
四
節
〜
）。

七
世
紀
後
半
以
来
、
郡
司
ク
ラ
ス
の
豪
族
出
身
僧
は
中
央
の
大
寺
院
や
僧
綱
の
高
い
地
位
に
就
い
て
い
た
。
し
か
し
、
十
世
紀
末
に
は
そ

の
例
が
み
ら
れ
な
く
な
る
。
十
二
世
紀
半
ば
の
県
域
で
は
、
仏
像
造
立
な
ど
仏
教
を
通
じ
た
地
域
の
結
束
が
み
ら
れ
る
。

　

十
一
章
で
は
大
宝
元
年
（
七
〇
一
）
完
成
の
大
宝
律
令
の
下
で
行
わ
れ
た
土
地
制
度
と
密
接
に
関
わ
る
条
里
に
つ
い
て
、
県
域
で
の
実

際
の
変
遷
が
解
説
さ
れ
て
い
る
。
八
世
紀
の
条
里
か
ら
近
代
ま
で
の
土
地
制
度
の
変
遷
が
図
一
一

－

一

－

二
「
小
字
地
名
の
成
立
過
程
」
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で
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　

条
里
プ
ラ
ン
と
は
、
一
町
方
格
の
土
地
区
画
と
、
そ
れ
を
里
に
編
成
し
て
里
の
名
称
と
里
内
の
一
町
方
格
に
番
号
を
付
け
た
「
条
里
呼

称
」
か
ら
な
る
土
地
管
理
の
方
法
で
あ
る
（
七
九
三
頁
）。
県
域
の
条
里
研
究
の
基
礎
と
し
て
、
尾
張
は
水
野
時
二
氏
、
三
河
は
歌
川
学

氏
の
成
果
が
あ
る
。
そ
の
成
果
と
「
田
図
」
な
ど
の
史
料
の
作
成
さ
れ
た
時
期
や
、
条
里
プ
ラ
ン
の
変
更
に
考
慮
し
て
、
尾
張
・
三
河
の

条
里
の
特
色
が
十
一
章
三
節
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

尾
張
・
三
河
の
条
里
の
計
画
的
な
土
地
開
発
を
表
す
条
里
プ
ラ
ン
の
特
色
と
し
て
、
尾
張
は
八
世
紀
の
小
規
模
な
「
小
条
里
地
割
区
」

を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
十
二
世
紀
以
降
の
荘
園
の
条
里
プ
ラ
ン
も
組
み
合
わ
せ
た
条
里
地
割
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
三
河
は
、
国
府
に
近

い
豊
川
を
中
心
に
東
海
道
の
官
道
に
従
っ
て
条
里
プ
ラ
ン
が
展
開
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
宝
飯
郡
の
条
里
地
割
群
は
相
対
的
に
規
模

が
大
き
い
状
況
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
国
府
に
近
い
三
河
の
政
治
の
中
心
だ
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
里
地
割
群
の
方
格
の
方
位

Ｎ
三
八
度
Ｗ
程
度
が
、
東
海
道
の
官
道
と
合
致
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
方
位
が
東
海
道
に
従
っ
た
条
里
プ
ラ
ン
の
展
開
だ
と
す
れ

ば
、
東
山
道
の
近
江
国
、
西
海
道
の
讃
岐
国
の
よ
う
な
東
西
南
北
で
な
い
方
位
の
条
里
プ
ラ
ン
の
基
準
と
類
似
す
る
こ
と
に
な
る
。
三
河

は
、
尾
張
と
は
違
い
様
々
な
土
地
条
件
の
な
か
で
、
小
規
模
な
谷
底
平
野
や
山
麓
に
お
け
る
小
河
川
の
谷
口
の
平
野
な
ど
に
条
里
地
割
群

の
断
片
が
分
布
し
た
。

　

本
書
は
こ
の
県
域
の
形
成
を
編
年
で
叙
述
す
る
こ
と
で
、
身
近
な
歴
史
を
紐
解
く
こ
と
が
で
き
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
列
島
が
現
在

の
環
境
と
な
る
以
前
か
ら
の
叙
述
を
と
る
こ
と
で
、
自
然
環
境
の
変
化
と
そ
こ
に
住
む
人
び
と
の
生
活
環
境
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

と
り
わ
け
土
器
生
産
に
始
ま
る
窯
業
は
、
全
章
を
通
じ
て
、
製
塩
土
器
、
須
恵
器
、
陶
器
、
瓦
な
ど
の
窯
跡
あ
る
い
は
流
通
に
つ
い
て

変
遷
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
県
域
の
窯
業
は
、
の
ち
に
「
瀬
戸
物
」
と
称
さ
れ
、
現
在
で
も
瀬
戸
焼
、
常
滑
焼
で
知
ら
れ
る
が
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
を
生
み
出
す
素
地
は
す
で
に
弥
生
時
代
に
あ
っ
た
。
七
世
紀
以
降
の
律
令
制
下
に
も
都
か
ら
新
た
な
技
術
を
取
り
入
れ
な
が
ら

製
作
、
生
産
さ
れ
続
け
た
。
工
人
集
団
は
、
尾
北
、
猿
投
、
知
多
、
渥
美
な
ど
で
流
通
ル
ー
ト
を
確
保
し
な
が
ら
生
産
地
を
移
動
し
つ
つ
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活
動
を
続
け
て
い
る
。
彼
ら
の
生
活
実
態
は
い
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
も
の
の
、
土
と
水
と
森
林
と
い
っ
た
環
境
が
窯
業
の
基
盤
と
し
て

あ
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

二　

『
愛
知
県
史　

通
史
編
1　

原
始
・
古
代
』
の
成
果
と
課
題

　

本
書
で
は
、
古
代
社
会
を
形
成
す
る
事
象
が
段
階
的
に
展
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
読
み
解
け
る
。
文
献
史
料
が
残
っ
て
い
な
い
段
階
で

は
考
古
遺
物
か
ら
地
域
の
特
性
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
以
下
の
よ
う
な
文
化
の
流
れ
が
あ
る
。
部
分
的
に
如
上
と
重
複
も
あ
る
が

あ
え
て
挙
げ
て
い
る
。

　

後
期
旧
石
器
時
代
の
県
域
は
、
ナ
イ
フ
形
石
器
の
新
旧
関
係
が
把
握
し
や
す
い
文
化
層
に
位
置
し
て
い
る
。
図
一

－

二

－

四
「
日
本
列

島
の
旧
石
器
文
化
圏
の
変
遷
」
で
示
さ
れ
る
が
、
こ
の
地
域
に
変
化
が
起
こ
る
の
は
、
ナ
イ
フ
形
石
器
文
化
Ⅱ
段
階
で
あ
る
。
こ
の
時
期

に
石
刃
技
法
の
変
化
が
み
ら
れ
、
現
在
の
列
島
の
「
東
北
日
本
で
は
、
石
刃
技
法
に
よ
る
縦
長
剝
片
（
石
刃
）
を
素
材
と
し
た
細
身
で
長

い
杉
久
保
型
ナ
イ
フ
形
石
器
が
、
関
東
・
中
部
で
は
縦
長
剝
片
を
素
材
と
し
た
寸
詰
ま
り
で
ず
ん
ぐ
り
し
た
茂
呂
型
ナ
イ
フ
形
石
器
」

「
西
南
日
本
で
は
、
瀬
戸
内
技
法
に
よ
る
横
長
剝
片
を
素
材
と
し
た
、
特
徴
的
な
国
府
型
ナ
イ
フ
形
石
器
」
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

（
三
〇
頁
）。
こ
の
地
域
は
「
縦
長
剝
片
を
主
体
と
す
る
東
北
日
本
の
文
化
圏
に
属
す
る
も
の
の
、
そ
の
西
端
」
で
あ
っ
た
（
三
一
頁
）。

　

そ
の
後
、
縄
文
時
代
に
お
い
て
は
、「
前
期
の
土
器
は
、
大
別
す
る
と
近
畿
地
方
の
北
白
川
下
層
式
と
関
東
地
方
の
諸
磯
式
の
土
器
が

あ
る
が
、
尾
張
地
域
か
ら
西
三
河
地
域
で
は
北
白
川
下
層
式
が
多
い
の
に
対
し
、
奥
三
河
地
域
で
は
や
や
諸
磯
式
が
多
く
な
る
傾
向
」

（
六
四
頁
）
が
あ
る
と
さ
れ
、
現
在
の
尾
張
・
西
三
河
は
近
畿
地
方
、
奥
三
河
で
は
関
東
地
方
の
文
化
圏
に
属
す
る
と
み
ら
れ
る
。
祭
祀

石
器
の
分
布
地
は
「
中
心
で
あ
る
飛
騨
地
域
か
ら
遠
い
東
三
河
地
域
に
多
く
み
ら
れ
」、「
三
角
形
状
の
濃
飛
型
と
逆
三
角
形
状
の
北
陸
型

に
大
別
さ
れ
る
が
、
県
内
の
も
の
は
濃
飛
型
が
多
」
く
（
六
八
頁
）、
北
か
ら
の
文
化
の
流
れ
も
あ
っ
た
。

　

縄
文
時
代
晩
期
・
弥
生
時
代
前
半
期
の
大
地
遺
跡
（
岩
倉
市
）
か
ら
は
「
縄
文
土
器
に
特
徴
的
な
器
の
口
に
数
か
所
の
突
起
を
持
つ
と
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同
時
に
、
頸
が
細
く
口
が
大
き
く
開
く
弥
生
土
器
の
特
徴
」
も
持
つ
、「
生
ま
れ
は
縄
文
、
育
ち
は
弥
生
」
の
よ
う
な
土
器
が
出
土
し
て

い
る
（
八
四
頁
）。
こ
の
土
器
は
、「
中
期
初
め
頃
に
東
か
ら
の
伝
統
的
な
縄
文
文
化
と
西
か
ら
の
新
来
の
弥
生
文
化
と
の
接
触
地
帯
に
生

ま
れ
、
尾
張
か
ら
飛
騨
、
北
陸
地
方
に
か
け
て
流
行
し
た
特
異
な
土
器
」
で
あ
っ
た
（
八
四
頁
）。
ま
た
、
弥
生
時
代
後
期
か
ら
終
末
期

に
は
尾
張
地
域
の
パ
レ
ス
ス
タ
イ
ル
土
器
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
土
器
も
作
ら
れ
、
他
の
地
域
に
も
運
ば
れ
使
用
さ
れ

て
い
た
（
三
章
三
・
四
節
）。

　

古
墳
中
期
以
降
、
大
陸
か
ら
の
新
し
い
文
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
四
〇
〇
年
前
後
の
東
山
窯
で
は
須
恵
器
生
産
が
始
ま
り
、

「
尾
張
型
須
恵
器
」
と
も
呼
ば
れ
る
独
特
の
デ
ザ
イ
ン
が
生
み
出
さ
れ
た
。
代
表
的
な
「
鳥
鈕
蓋
付
」
壺
は
鳥
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
お

り
、
こ
の
地
域
の
特
徴
的
な
須
恵
器
で
あ
る
（
四
章
二
節
）。

　

豊
橋
市
の
馬
越
長
火
塚
古
墳
と
牟
呂
王
塚
古
墳
は
六
世
紀
後
葉
の
築
造
で
県
内
最
後
の
前
方
後
円
墳
で
あ
る
。
墳
丘
の
規
模
、
横
穴
式

石
室
の
規
模
、
副
葬
品
な
ど
、
こ
の
時
期
の
こ
の
地
域
で
は
群
を
抜
く
た
め
穂
の
国
造
の
墓
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
四
章
三
節
）。

　

こ
の
よ
う
に
四
章
ま
で
の
考
古
遺
跡
・
遺
物
か
ら
は
、
現
在
の
列
島
の
東
西
お
よ
び
北
陸
か
ら
の
文
化
の
流
れ
が
あ
り
、
こ
の
県
域
は

旧
石
器
か
ら
縄
文
時
代
に
か
け
て
は
東
方
の
文
化
の
影
響
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
次
第
に
西
か
ら
の
文
化
の
流
れ
が
多
く

な
り
、
東
西
か
ら
の
文
化
が
伝
播
す
る
よ
う
に
な
る
。
特
に
、
尾
張
は
東
西
文
化
が
錯
綜
す
る
「
接
触
地
帯
」（
八
四
頁
）
で
あ
り
、
土

器
に
代
表
さ
れ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
デ
ザ
イ
ン
を
生
み
出
す
地
域
を
形
成
し
て
い
る
。
五
章
以
降
で
は
、
文
献
史
料
か
ら
次
の
よ
う
な
特
色

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

五
章
一
節
で
「
県
」
は
、「
三
世
紀
後
半
か
ら
五
世
紀
に
か
け
て
存
在
し
た
行
政
組
織
」
で
あ
り
、
ヤ
マ
ト
王
権
の
拡
大
過
程
で
「
五

世
紀
か
ら
七
世
紀
に
か
け
て
解
体
さ
れ
」
国
造
制
へ
と
つ
な
が
る
（
二
四
九
頁
）。「
県
」
は
、
ヤ
マ
ト
王
権
の
直
轄
地
と
さ
れ
て
い
る

が
、
三
河
以
東
に
は
見
出
さ
れ
ず
、「
県
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
の
問
題
点
」
で
あ
る
（
二
五
〇
頁
）。「
屯
倉
」
に
つ
い
て
は
、
表
五

－
一

－

一
「『
日
本
書
紀
』
安
閑
天
皇
２
年
５
月
９
日
条
に
み
る
屯
倉
の
設
置
」
に
、
尾
張
は
「
間
敷
」「
入
鹿
」
の
両
屯
倉
が
示
さ
れ

る
。
入
鹿
屯
倉
は
、
現
在
の
入
鹿
池
（
犬
山
市
）
の
地
お
よ
び
大
縣
神
社
の
周
辺
と
想
定
さ
れ
る
。
間
敷
屯
倉
は
尾
張
国
造
「
乎
止
与
命
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の
妻
と
な
っ
た
真
敷
刀
俾
」
や
、
後
の
安
食
荘
に
も
通
ず
る
「
安
食
」
と
の
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
が
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
い
（
二
五
四

頁
）。『
和
名
類
聚
抄
』
に
は
中
島
郡
と
海
部
郡
に
三
宅
郷
が
あ
る
。
三
宅
郷
は
三
宅
の
遺
称
と
す
る
と
三
宅
連
が
主
政
・
主
帳
を
務
め
て

い
た
の
は
春
部
郡
と
愛
知
郡
で
あ
っ
た
。
平
城
宮
木
簡
に
は
「
知
多
郡
御
宅
里
」
が
あ
り
、
入
鹿
は
丹
羽
郡
で
、
仮
に
間
敷
＝
安
食
と
す

る
と
、
尾
張
八
郡
の
う
ち
六
郡
に
屯
倉
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
三
河
以
東
に
屯
倉
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
単
に
尾
張
と

三
河
と
の
対
比
に
お
い
て
考
え
る
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
ヤ
マ
ト
王
権
の
地
域
支
配
の
全
体
像
と
の
関
連
で
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事

象
」
で
あ
ろ
う
が
、「
こ
の
対
比
は
際
立
」
っ
て
い
る
（
二
五
五
〜
二
五
六
頁
）。
ま
た
、
六
世
紀
半
ば
以
降
の
県
域
に
は
、
ヤ
マ
ト
王
権

か
ら
任
命
さ
れ
た
尾
張
・
参
河
・
穂
の
三
国
造
が
い
た
（
五
章
一
節
）。
尾
張
は
天
明
天
火
明
命
の
十
世
孫
に
あ
た
る
小
止
与
命
で
、
後

の
尾
張
氏
に
つ
な
が
る
。
参
河
国
造
の
初
任
者
は
、
物
部
連
の
祖
で
あ
る
出
雲
色
大
臣
命
〔
＝
出
雲
醜
大
臣
命
〕
の
五
世
孫
に
あ
た
る
知

波
夜
命
で
あ
っ
た
。
穂
の
初
任
者
は
、
生
江
臣
の
祖
で
あ
る
葛
城
襲
津
彦
命
の
四
世
孫
に
あ
た
る
菟
上
足
尼
で
あ
る
。

　

県
域
に
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
が
残
っ
て
お
り
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
「
複
数
の
英
雄
的
な
人
物
像
を
重
ね
合
わ
せ
」
て
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ

ル
に
仮
託
さ
れ
て
い
る
（
六
九
五
頁
）。
十
章
一
節
で
は
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
通
っ
た
行
程
が
図
一
〇

－

一

－

三
「
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
承
の

蝦
夷
征
討
経
路
図
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
は
十
二
代
景
行
天
皇
の
頃
の
伝
承
で
、
尾
張
と
三
河
に
国
造
が
任
命
さ
れ

た
の
は
次
の
十
三
代
成
務
天
皇
の
時
代
、
穂
は
五
世
紀
後
半
の
二
十
一
代
雄
略
天
皇
の
時
代
（
六
九
五
頁
）
で
、
六
章
と
十
章
の
年
代
比

定
に
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
が
、
穂
は
尾
張
・
三
河
の
国
造
よ
り
一
世
紀
ほ
ど
後
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
参
河
に
穂
の
国
造
が
入
る
こ
と
が

で
き
た
理
由
は
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。『
古
事
記
』
天
孫
本
紀
に
よ
る
と
、
参
河
は
穂
と
婚
姻
関
係
を
結
び
「
三
川
国
造
が
、
穂

国
造
を
従
属
的
地
位
に
置
い
た
」
と
さ
れ
て
い
る
（
二
六
六
頁
）。
こ
の
よ
う
に
「
県
」「
屯
倉
」
の
設
置
の
有
無
で
、
す
で
に
尾
張
・
三

河
の
差
異
が
生
じ
て
お
り
、
国
造
の
任
命
で
そ
こ
に
穂
が
途
中
で
加
わ
る
が
、
三
河
に
吸
収
さ
れ
る
。
こ
れ
が
後
世
に
ま
で
影
響
を
お
よ

ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
書
に
は
、
表
五

－

一

－

二
「「
国
造
本
紀
」
に
み
え
る
国
造
」、
表
五

－

二

－

二
「
7
〜
9
世
紀
の
愛
知
県
の
住
人
た
ち
」、
表
五

－
二

－

三
「
尾
張
・
三
河
の
部
姓
」、
表
六

－

一

－

二
「
尾
張
・
三
河
の
郡
別
氏
族
分
布
（
9
世
紀
ま
で
の
史
料
に
基
づ
く
）」
が
掲
載
さ
れ
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て
お
り
、
国
造
制
か
ら
評
制
、
国
郡
制
へ
の
変
化
と
併
せ
て
氏
族
の
分
布
を
考
え
る
手
掛
り
に
な
る
。
穂
と
素
賀
を
除
く
周
辺
の
「
参

河
・
遠
淡
海
・
珠
流
河
の
国
造
」
は
物
部
氏
で
い
ず
れ
も
成
務
天
皇
の
頃
と
さ
れ
（
二
六
三
頁
）、
東
海
地
域
の
広
範
囲
に
物
部
氏
が
存

在
し
た
。
物
部
氏
は
平
城
宮
木
簡
に
も
碧
海
・
額
田
・
賀
茂
各
郡
、
西
隆
寺
木
簡
に
は
幡
豆
郡
、
正
倉
院
文
書
に
は
額
田
郡
に
み
ら
れ

る
。
三
河
の
真
福
寺
（
岡
崎
市
）
は
物
部
守
屋
の
子
、
真
福
が
創
建
し
た
寺
院
で
あ
る
。
当
寺
院
に
は
飛
鳥
時
代
後
期
か
ら
奈
良
時
代
に

か
け
て
の
塑
像
の
如
来
お
よ
び
菩
薩
の
頭
部
が
現
存
す
る
（
十
章
四
節
）。
八
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
真
福
寺
東
谷
遺
跡
（
岡
崎
市
）
は
、

物
部
真
福
と
直
接
関
わ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
八
世
紀
後
半
に
は
、
す
で
に
瓦
塔
も
廃
絶
し
て
い
た
（
十
章
五
節
）。
九
世
紀
前
半
の

明
法
家
の
興
原
（
物
部
）
敏
久
は
三
河
国
出
身
で
、
大
同
三
年
に
「
外
従
五
位
下
」
を
与
え
ら
れ
て
い
る
（
資
6　

四
五
）
1
（

二
）。
優
秀
で

あ
っ
た
彼
は
早
く
か
ら
都
に
行
っ
て
い
た
よ
う
で
地
元
で
の
痕
跡
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
三
河
は
、
尾
張
の
尾
張
氏
の
よ
う
な
際
立
っ
た

氏
族
は
お
ら
ず
「
参
河
国
造
の
後
裔
氏
族
の
動
向
」
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
（
三
四
三
頁
）。

　

地
域
間
の
交
流
と
し
て
は
、
尾
張
は
美
濃
と
、
三
河
は
遠
江
や
信
濃
と
の
関
係
の
強
さ
を
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
古
代
の
場
合

は
、
当
時
の
海
岸
線
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
縄
文
海
進
に
つ
い
て
、
二
章
一
節
で
叙
述
さ
れ
、
当
時
の
海
岸
線
は
図

二

－

一

－

二
「
伊
勢
湾
地
域
の
縄
文
海
進
」
に
示
さ
れ
て
い
る
（
四
一
頁
）。
海
進
か
ら
徐
々
に
海
退
し
、
後
世
の
護
岸
工
事
も
あ
り
現

在
の
海
岸
線
に
至
る
が
、
古
代
の
県
域
に
お
い
て
は
海
進
の
影
響
も
念
頭
に
お
き
、
海
を
介
し
た
つ
な
が
り
を
考
慮
す
る
べ
き
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
、『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮
縁
起
』
に
記
さ
れ
熱
田
社
の
神
官
と
も
つ
な
が
る
尾
張
氏
の
出
自
は
、
縁
起
の
み
で
は
不
明
な
点
も

多
い
。
古
墳
の
被
葬
者
、
国
造
制
・
部
民
制
と
の
関
連
も
含
め
て
、
い
ま
だ
確
定
的
な
解
釈
が
あ
る
と
は
言
え
ず
、
見
解
が
分
か
れ
て
い

る
（
五
章
一
節
）。
本
書
で
は
次
の
よ
う
な
視
点
を
教
え
て
く
れ
る
。

　

六
世
紀
初
頭
に
作
ら
れ
た
東
海
地
方
最
大
規
模
の
断
夫
山
古
墳
や
、
志
段
味
古
墳
群
の
う
ち
六
世
紀
中
葉
の
小
幡
茶
臼
山
古
墳
は
尾
張

氏
に
関
わ
る
古
墳
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
四
章
二
・
三
節
）。
な
か
で
も
熱
田
社
に
近
い
断
夫
山
古
墳
は
、
熱
田
台
地
の
伊
勢
の
海
に
面

し
た
湊
の
地
に
造
営
さ
れ
て
お
り
、
尾
張
連
草
香
の
墓
と
も
い
わ
れ
て
い
る
（
図
四

－

二

－

六
、
図
一
〇

－

三

－

一
二
）。
一
方
、
西
尾
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市
正
法
寺
古
墳
は
、
県
内
に
お
け
る
最
大
規
模
の
古
墳
の
中
で
築
造
時
期
が
古
い
五
世
紀
前
半
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
古
墳
は
、

そ
れ
ま
で
の
矢
作
川
流
域
の
伝
統
的
な
古
墳
文
化
と
は
異
な
り
、
突
如
出
現
し
た
も
の
で
、
参
河
国
造
に
は
つ
な
が
ら
な
い
（
四
章
二

節
）。
正
法
寺
古
墳
は
三
河
湾
に
面
し
て
作
ら
れ
た
古
墳
で
あ
る
が
、
島
状
遺
構
が
存
在
す
る
な
ど
三
重
県
松
阪
市
の
宝
塚
一
号
墳
と
の

類
似
が
指
摘
さ
れ
る
。
正
法
寺
古
墳
の
南
、
宮
崎
に
鎮
座
す
る
幡
豆
神
社
は
建
稲
種
命
を
祭
神
と
し
て
い
る
。
知
多
半
島
先
端
の
羽
豆
岬

に
も
羽
豆
神
社
が
あ
り
、
建
稲
種
命
を
祀
っ
て
い
る
（
六
章
三
節
）。
三
河
湾
に
面
す
る
二
つ
の
「
は
ず
」
神
社
の
祭
神
、
建
稲
種
命
は

『
古
事
記
』
に
は
尾
張
連
の
祖
、
伊
那
陀
祢
と
み
え
、
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
伝
説
の
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
の
兄
と
さ
れ
て
い
る
。『
尾
張
国
熱
田
太
神
宮

縁
記
』
に
よ
る
と
、
遅
く
と
も
平
安
時
代
に
は
ミ
ヤ
ズ
ヒ
メ
は
氷
上
姉
子
社
で
海
部
氏
（
尾
張
氏
別
姓
）
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
て
お
り
、
熱

田
社
で
は
尾
張
氏
が
剣
神
い
わ
ゆ
る
草
薙
剣
と
尾
張
氏
の
建
稲
種
命
を
祀
っ
て
い
た
（
十
章
一
節
）。
熱
田
社
も
伊
勢
湾
に
面
し
た
神
社

で
あ
り
、
海
を
介
し
て
三
河
湾
の
二
つ
の
「
は
ず
」
神
社
と
の
つ
な
が
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
の
持
統
太
上
天
皇
の
三
河
国
行
幸
で
は
、
三
河
国
に
行
宮
を
造
ら
せ
て
神
々
を
鎮
め
祭
り
事
前
準
備
が
さ
れ
て

い
る
。
滞
在
中
の
行
動
は
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
帰
路
に
尾
張
、
美
濃
、
伊
勢
、
伊
賀
で
の
行
程
は
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
（
五

章
三
節
）、
行
路
の
三
河
へ
は
海
の
道
を
使
用
し
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
尾
張
・
三
河
の
沿
岸
部
で
は
、「
承
平
・
天
慶
の
乱
」
前
後
か

ら
伊
勢
神
宮
の
御
厨
・
御
園
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
七
章
三
節
）。
長
元
元
年
（
一
〇
二
八
）
に
は
、
三
河
国
下
女
等
二
六
人
が

平
維
衡
の
郎
等
、
押
領
使
公
侯
延
高
と
伊
藤
掾
に
伊
勢
国
に
連
れ
去
ら
れ
る
事
件
が
起
き
て
い
る
。
連
れ
去
ら
れ
た
三
河
国
下
女
等
は
、

伊
勢
神
宮
の
御
厨
・
御
園
と
の
頻
繁
な
往
来
を
通
じ
て
、
実
際
の
伊
勢
国
に
対
す
る
距
離
を
考
慮
せ
ず
、
平
維
衡
の
郎
等
ら
を
信
用
し
て

つ
い
て
行
き
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
事
件
は
海
路
を
利
用
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
九
章
二
節
）。

　

伊
勢
と
尾
張
を
つ
な
ぐ
道
は
、
東
海
道
の
榎
撫
駅
と
馬
津
駅
の
間
が
「
水
駅
」
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
は
船
を
利
用
す
る
こ
と
が
常
で

あ
っ
た
た
め
、
弘
仁
二
年
（
八
一
三
）
に
伝
馬
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
（
七
章
三
節
、
資
6　

四
九
四
）。
後
年
の
東
海
道
は
、『
更
級
日

記
』『
春
日
御
流
記
』『
海
道
記
』
に
、
熱
田
社
か
ら
鳴
海
間
は
鳴
海
浦
の
干
潟
が
海
道
沿
い
の
名
勝
と
な
っ
て
お
り
、
鳴
海
浦
の
様
子
を

窺
う
こ
と
も
で
き
る
（『
通
史
編
2　

中
世
1
』
五
章
一
節
）。
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こ
の
よ
う
に
、
古
墳
や
式
内
社
の
位
置
関
係
か
ら
み
て
も
海
岸
線
は
陸
側
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
、
七
世
紀
以
降
、
東
海
道
な
ど
道
が
整

備
さ
れ
て
も
船
で
の
移
動
が
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
た
。

　

本
書
は
、
考
古
学
と
文
献
史
学
等
の
成
果
を
一
冊
に
編
成
さ
れ
て
お
り
、
約
三
万
年
前
か
ら
平
安
末
期
ま
で
と
長
期
間
に
わ
た
る
県
域

の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
お
よ
そ
章
ご
と
に
時
代
の
概
観
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
四
・
五
章
は
と
も
に
三
世
紀
以
降

の
県
域
に
つ
い
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
四
章
は
考
古
学
の
観
点
か
ら
古
墳
文
化
を
、
五
章
で
は
文
献
史
学
の
観
点
か
ら
ヤ
マ
ト
王
権
下
で

の
記
述
に
な
る
。
両
章
は
分
野
ご
と
に
視
点
を
変
え
る
こ
と
で
古
墳
文
化
の
変
遷
や
「
県
」「
屯
倉
」
の
有
無
の
よ
う
に
、
尾
張
地
域
・

三
河
地
域
の
差
異
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
書
の
成
果
で
あ
る
と
と
も
に
、
考
古
学
と
文
献
史
学
の
一
致
点
を
さ
ら
に
み
つ
け
る

課
題
を
も
残
し
て
い
る
。

三　

地
域
史
研
究
の
展
望

　

本
書
で
は
、
中
世
へ
向
か
う
県
域
の
人
び
と
の
生
活
実
態
を
捉
え
る
こ
と
は
難
解
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
県
域
の
人
び
と
の
生

活
実
態
を
知
る
手
掛
り
を
挙
げ
て
い
く
。

　

ま
ず
、
古
代
の
尾
張
と
美
濃
の
国
境
と
さ
れ
る
河
川
流
路
に
注
目
す
る
。

　

古
代
の
尾
張
の
北
側
と
西
側
は
、
美
濃
と
の
国
境
が
当
時
の
木
曽
川
と
長
良
川
で
あ
り
、
河
道
の
変
遷
と
と
も
に
国
域
が
変
化
し
て
い

た
。
国
境
周
辺
の
歴
史
は
、
現
在
の
県
域
と
は
違
う
た
め
捉
え
づ
ら
い
面
が
あ
る
。

　

貞
観
八
年
（
八
六
六
）
に
起
き
た
広
野
河
事
件
で
は
、
国
境
の
河
道
変
化
が
美
濃
国
と
の
武
力
衝
突
に
発
展
し
た
。
広
野
河
を
旧
の
流

れ
に
戻
そ
う
と
し
た
尾
張
国
の
工
事
に
対
し
て
、
美
濃
国
各
務
郡
司
と
厚
見
郡
司
と
が
兵
衆
歩
騎
七
〇
〇
人
以
上
を
率
い
て
来
襲
し
、
尾

張
国
側
の
軍
人
や
人
夫
を
殺
傷
し
工
事
を
妨
害
し
た
（
七
章
一
節
、
資
6　

六
九
八
・
七
〇
五
・
七
〇
七
・
七
〇
八
）。
こ
の
時
の
尾
張

の
人
夫
や
開
削
工
事
の
具
体
的
な
状
況
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
推
定
に
と
ど
ま
る
。
現
江
南
市
の
琴
聲
山
音
楽
寺
は
、
元
暦
元
年
（
一
一
八
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四
）
の
創
建
だ
が
、
そ
れ
以
前
に
は
大
乗
院
が
あ
っ
た
。
当
地
に
あ
っ
た
大
乗
院
は
平
安
時
代
の
早
い
時
期
に
廃
絶
し
て
い
た
が
、「
濃

国
」
と
読
め
る
瓦
も
出
土
し
て
お
り
、
村
国
男
依
所
縁
の
寺
院
と
伝
え
ら
れ
て
い
）
2
（

る
。
村
国
男
依
は
美
濃
国
各
務
郡
の
豪
族
で
あ
り
、
村

国
氏
の
本
拠
地
と
現
音
楽
寺
は
、
現
在
、
木
曽
川
を
挟
ん
だ
位
置
関
係
に
な
る
。
大
乗
院
は
壬
申
の
乱
の
功
績
に
よ
り
村
国
氏
の
管
轄
下

に
置
か
れ
た
寺
院
か
、
そ
れ
以
前
か
ら
の
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
国
造
制
か
ら
評
制
、
国
郡
制
へ
段
階
を
経
る
が
、
評
制
の
施
行
後

も
、
天
武
天
皇
の
時
代
に
至
る
ま
で
「
国
造
制
は
廃
止
さ
れ
ず
、
一
定
の
役
割
分
担
の
も
と
に
、
両
者
が
併
存
し
て
い
た
」
と
考
え
ら
れ

（
二
四
九
頁
）、
こ
の
矛
盾
が
九
世
紀
ま
で
解
消
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
広
野
河
事
件
の
際
に
尾
張
国
は
、
河
川
が

国
境
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
が
、
壬
申
の
乱
で
功
績
の
あ
っ
た
氏
族
の
利
権
が
絡
ん
で
お
り
、
朝
廷
が
介
入
で
き
な
か
っ
た
地
帯

で
あ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
事
象
と
も
い
え
る
。
そ
れ
が
国
境
河
川
の
整
備
を
遅
ら
せ
る
要
因
に
な
っ
て
い
た
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

十
二
世
紀
に
な
る
と
、
康
治
元
年
（
一
一
四
二
）
十
月
、
尾
張
河
対
岸
の
美
濃
国
の
「
東
大
寺
御
領
茜
部
御
庄
住
人
等
」
が
申
文
を
進

上
し
、
荘
域
を
旧
の
如
く
戻
し
て
も
ら
え
な
い
な
ら
年
貢
は
納
め
ら
れ
な
い
と
訴
え
て
い
る
（
資
7　

八
五
八
）。
訴
え
の
な
か
で
は
、

茜
部
荘
立
荘
後
、
数
百
年
で
尾
張
河
が
徐
々
に
荘
域
の
土
地
を
浸
食
し
、
新
河
道
と
旧
河
道
の
中
洲
に
は
桑
が
茂
り
「
河
成
国
領
」
と
し

て
尾
張
国
が
管
理
し
て
い
た
た
め
に
、
茜
部
荘
住
人
は
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
も
伝
え
て
い
る
。
こ
の
時
の
対
岸
の
尾
張
国
と
尾

張
の
「
河
成
国
領
」
は
現
在
岐
阜
県
岐
阜
市
お
よ
び
笠
松
町
に
相
当
す
る
。

　

中
世
に
な
る
と
、
丹
羽
郡
の
北
側
は
木
曽
川
、
西
側
は
青
木
川
や
三
宅
川
の
旧
河
道
あ
た
り
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
葉
栗
郡

の
北
側
か
ら
西
側
を
木
曽
川
の
旧
河
道
で
美
濃
国
と
、
南
側
・
東
側
を
中
島
郡
と
丹
羽
郡
に
接
し
て
い
た
。
南
側
と
東
側
は
北
東
部
か
ら

南
西
部
に
か
け
て
乱
流
す
る
木
曽
川
の
旧
河
道
を
境
に
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
天
正
十
四
年
（
一
五
八
六
）
の
大
洪
水
後
、
近
世
に
は

そ
の
約
半
分
が
美
濃
に
編
入
さ
れ
た
（『
通
史
編
2　

中
世
1
』
一
章
一
節
）。
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
も
河
道
変
化
は
進
行
し
て
い

る
。
古
代
の
尾
張
国
丹
羽
郡
・
葉
栗
郡
・
中
島
郡
・
海
部
郡
と
美
濃
国
と
の
境
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
文
献
史
料
だ
け
で
は
限
界
が

あ
る
た
め
、
考
古
学
や
歴
史
地
理
学
か
ら
の
研
究
成
果
と
併
せ
て
行
わ
な
け
れ
ば
進
展
は
望
め
な
い
。
行
政
的
枠
組
み
か
ら
み
る
と
、
隣

県
と
の
連
携
も
必
要
に
な
る
。
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次
に
県
域
の
人
び
と
が
朝
廷
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
思
考
を
持
っ
て
い
た
か
に
注
目
し
、
社
会
構
造
の
変
化
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
。

　

三
河
で
は
、
九
世
紀
に
都
の
院
宮
王
臣
家
・
諸
司
と
の
つ
な
が
り
を
持
つ
富
豪
層
が
、
全
国
で
も
い
ち
早
く
公
田
の
開
発
・
再
開
発
を

行
っ
て
い
）
3
（

る
（
資
6　

五
七
六
）。
ま
た
、
尾
張
の
良
峰
氏
は
御
堂
関
白
家
と
つ
な
が
り
を
持
つ
こ
と
で
私
領
を
寄
進
し
、
小
弓
荘
、
上

東
門
院
勅
旨
田
と
号
し
、
郡
司
一
族
と
し
て
南
北
朝
期
に
至
る
ま
で
継
承
し
続
け
た
（
九
章
一
節
）。

　

そ
の
一
方
で
、
朝
廷
や
権
力
者
と
の
つ
な
が
り
と
は
別
の
道
を
模
索
し
続
け
た
人
び
と
が
い
る
。

　

十
世
紀
の
「
承
平
・
天
慶
の
乱
」
前
後
は
、
諸
国
で
国
司
・
国
衙
へ
の
襲
撃
事
件
が
相
次
い
だ
（
七
章
三
節
）。
し
か
し
乱
後
、「
百
姓

愁
訴
」
と
呼
ば
れ
る
国
司
の
告
発
が
地
方
の
人
び
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
諸
国
の
人
び
と
は
国
司
の
非
法
を
訴
え
、
時
に

は
都
の
公
門
で
訴
え
た
（
表
八

－

一

－

一
）。

　
「
解
文
」
の
条
文
に
み
ら
れ
る
「
田
堵
百
姓
」
と
は
上
層
農
民
層
、
あ
る
い
は
地
方
豪
族
と
し
て
幾
世
代
に
わ
た
り
地
位
を
継
承
し
て

き
た
「
譜
第
」
と
呼
ば
れ
る
郡
司
で
あ
っ
た
（
五
二
八
〜
五
二
九
頁
）。
彼
ら
は
国
司
が
支
配
権
を
も
つ
公
田
（
国
衙
領
）
で
は
、
耕

作
・
経
営
を
請
負
っ
て
い
た
。「
解
文
」
に
は
、
第
二
条
の
「
田
堵
百
姓
で
嘆
き
苦
し
ま
な
い
者
は
い
な
い
」、
第
十
六
条
に
「
人
々
が
土

地
を
捨
て
流
浪
す
る
の
は
、
と
り
わ
け
厳
し
い
税
の
取
り
立
て
の
た
め
で
あ
る
」「
元
命
の
行
い
は
、
官
吏
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
」、

「
自
ら
の
深
い
欲
の
た
め
に
、
結
局
百
姓
が
生
活
で
き
な
く
な
る
」（
第
七
条
）
と
訴
え
て
い
る
（
五
五
〇
頁
）。「
解
文
」
よ
り
少
し
前
の

時
期
を
描
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
『
三
宝
絵
詞
』（
永
観
二
年
〔
九
八
四
〕
成
立
）
に
は
、
尾
張
の
在
庁
官
人
の
書
生
が
、「
此
国
ノ
ツ
カ

サ
マ
ツ
リ
コ
ト
抂ま

が

レ
ル
」
を
見
て
、
本
国
を
捨
て
て
出
家
し
「
寿
広
」
と
名
乗
り
山
階
寺
（
興
福
寺
）
の
涅
槃
会
を
興
し
た
と
い
う
説
話

が
あ
る
（
資
6　

一
〇
三
九
）。
一
方
、『
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
』（
十
一
世
紀
以
降
成
立
）
に
は
、
藤
原
元
命
を
守
護
す
る
も
の
が
悪
行
を

悔
い
改
め
、
地
蔵
信
仰
に
目
覚
め
鳴
海
に
住
む
と
い
う
説
話
が
あ
る
（
資
7　

一
）。
十
章
五
節
で
は
、
十
世
紀
以
降
、
豪
族
出
身
僧
が

中
央
の
大
寺
院
や
僧
綱
の
高
い
地
位
に
就
く
道
を
閉
ざ
さ
れ
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
仏
教
説
話
に
は
、
尾
張
を
捨
て
た
興
福

寺
僧
と
、
国
司
の
「
守
護
」
を
辞
し
尾
張
で
仏
教
に
帰
依
し
た
僧
と
し
て
、
中
央
と
地
方
へ
と
対
照
的
な
動
き
を
み
せ
る
様
子
が
描
か
れ
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て
い
る
。
両
者
は
説
話
で
あ
り
、
成
立
時
期
に
も
隔
た
り
が
あ
る
も
の
の
、「
解
文
」
以
前
の
尾
張
の
在
庁
官
人
か
ら
み
た
国
衙
行
政
の

腐
敗
が
、
後
の
「
解
文
」
作
成
へ
の
伏
線
の
よ
う
に
も
捉
え
ら
れ
る
。

　

実
際
の
藤
原
元
命
自
身
は
特
に
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
国
守
を
交
替
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
の
た
め
、
尾
張
国
で
は
そ
の
後

も
郡
司
・
百
姓
ら
が
朝
廷
に
愁
訴
を
続
け
て
い
る
。
し
か
し
、
朝
廷
が
行
っ
た
対
応
は
、
学
者
で
あ
る
大
江
匡
衡
を
国
守
に
す
る
こ
と
く

ら
い
で
あ
っ
た
。

　

尾
張
に
赴
任
し
た
匡
衡
に
同
行
し
た
赤
染
衛
門
は
（
八
章
三
節
、『
赤
染
衛
門
集
』
一
八
〇
番
の
歌
と
詞
書
で
）、
尾
張
の
国
人
が
「
は

ら
た
つ
こ
と
」
が
あ
り
、
彼
ら
農
民
が
農
作
業
を
拒
否
し
た
行
動
に
出
た
際
に
、
真
清
田
神
に
祈
っ
た
と
こ
ろ
、
農
民
が
耕
作
を
再
開
し

た
と
記
し
て
い
る
。
尾
張
の
国
人
（
田
堵
百
姓
）
が
腹
を
立
て
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、「
解
文
」
で
み
た
「
百
姓
と
の
紛
争
が
、
依

然
と
し
て
」
続
い
て
い
た
（
五
七
二
頁
）。
匡
衡
は
息
男
挙
周
の
任
官
を
望
む
祭
文
に
「
近
頃
、
東
か
ら
西
か
ら
多
く
の
人
び
と
が
（
熱

田
社
）
へ
や
っ
て
来
る
と
聞
き
ま
す
が
、
こ
れ
は
熱
田
神
の
恵
み
が
深
い
た
め
で
し
ょ
う
」（
六
三
四
〜
六
三
五
頁
）
と
記
し
て
お
り
、

祭
文
か
ら
は
国
司
が
耕
作
従
事
者
を
求
め
て
い
る
意
識
も
窺
わ
れ
る
。
田
堵
百
姓
は
厳
し
い
税
の
取
り
立
て
の
た
め
土
地
を
捨
て
、
あ
る

い
は
、
田
堵
百
姓
の
も
と
で
耕
作
従
事
し
て
い
た
者
は
、
待
遇
の
良
し
悪
し
に
よ
り
別
の
田
堵
百
姓
の
も
と
へ
と
去
っ
て
い
く
。
百
姓
愁

訴
の
多
い
国
で
は
徴
税
の
減
少
、
土
地
の
荒
廃
を
も
た
ら
す
。
し
か
し
、
国
守
が
替
っ
て
も
愁
訴
が
続
く
と
い
う
こ
と
は
、
政
策
に
何
も

変
化
が
な
か
っ
た
、
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

治
安
元
年
（
一
〇
二
一
）
に
は
、
検
非
違
使
が
都
で
武
力
事
件
を
起
こ
す
伊
勢
の
平
致
経
を
捕
え
る
た
め
尾
張
国
ま
で
出
動
す
る
。
検

非
違
使
は
致
経
ら
の
尾
張
で
の
在
所
を
捜
し
あ
て
て
焼
き
払
っ
た
が
、
そ
こ
は
以
前
、
郡
庁
が
あ
っ
た
場
所
で
郡
庁
を
解
体
し
て
致
経
の

宅
に
し
て
い
た
と
い
う
（
六
一
五
〜
六
一
六
頁
、
資
7　

一
四
九
）。
尾
張
で
は
十
一
世
紀
初
頭
に
か
つ
て
存
在
し
た
郡
庁
は
な
く
な

り
、
生
活
風
景
が
変
化
し
た
様
子
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
の
十
数
年
後
、
長
暦
三
年
（
一
〇
三
九
）、
三
河
国
守
源
経
相
が
在
任
中
に
死
去
し
た
。
源
経
相
は
「
京
蔵
」
に
あ
ま
り
財
産
を
集

め
ず
、
徴
収
物
は
三
河
国
に
置
い
た
ま
ま
で
運
上
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
死
の
直
後
、
経
相
の
妻
は
関
白
藤
原
頼
通
の
使
を
現
地
に
派
遣
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し
て
、「
国
の
人
々
に
は
有
無
を
言
わ
せ
ず
、
夫
が
た
め
込
ん
だ
徴
集
物
を
差
し
押
さ
え
よ
う
と
」
し
た
（
六
一
九
頁
）。
三
河
国
の
長
山

荘
は
「
か
つ
て
国
司
源
経
相
自
ら
認
可
手
続
き
を
と
っ
た
家
領
」
で
あ
る
（
六
二
〇
頁
）。
長
山
荘
を
請
作
・
経
営
し
て
い
た
の
は
田
堵

百
姓
で
あ
っ
た
。
荘
内
に
は
検
田
の
対
象
に
は
な
っ
て
い
な
い
神
明
供
田
も
存
在
し
た
た
め
、
国
内
は
騒
動
と
な
り
万
人
は
互
い
に
敵
を

見
る
が
如
く
疑
心
暗
鬼
に
な
り
、
い
つ
武
力
衝
突
が
起
こ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
（
資
7　

二
六
五
）。
こ
こ

に
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
所
領
を
管
理
す
る
現
地
有
力
者
層
、
死
闘
さ
え
辞
さ
な
い
兵
集
団
、
開
発
を
進
め
て
自
立
過
程
に
あ
る
生
産
者
住

民
」（
六
一
八
頁
）
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

十
二
世
紀
半
ば
、
幡
豆
羽
利
宮
（
幡
豆
神
社
）
に
お
い
て
三
河
守
藤
原
顕
長
が
神
拝
を
行
っ
た
折
、
伴
助
平
は
宮
司
を
辞
退
し
、
梓
弓

を
外
し
て
抵
抗
し
た
（
九
章
二
節
）。
ま
た
顕
長
が
国
守
就
任
中
に
は
、「
大
般
若
経
」
書
写
事
業
に
お
い
て
六
〇
〇
巻
の
う
ち
三
帙
を
瀧

山
寺
に
割
り
当
て
た
と
こ
ろ
、「
国
司
の
下
知
に
随
う
べ
か
ら
ず
」
と
し
て
瀧
山
寺
が
抵
抗
し
、
寺
に
集
結
し
た
衆
徒
ら
数
百
余
騎
と
、

国
司
の
武
士
団
が
対
峙
し
一
触
即
発
に
な
っ
た
（
六
三
七
頁
）。
顕
長
は
国
衙
軍
勢
を
動
員
し
て
瀧
山
寺
襲
撃
を
図
っ
た
も
の
の
、
衆
徒

等
が
寺
を
城
郭
に
す
る
動
き
を
見
て
攻
撃
を
取
り
や
め
て
い
る
。

　

藤
原
顕
長
の
三
河
守
在
任
期
間
は
、
保
延
二
年
（
一
一
三
六
）
〜
久
安
元
年
（
一
一
四
五
）
と
、
久
安
五
年
（
一
一
四
九
）
〜
久
寿
二

年
（
一
一
五
五
）
で
あ
る
（
九
章
二
節
）。
彼
は
、
五
歳
で
従
五
位
下
を
叙
爵
し
、
三
河
守
に
な
っ
た
の
は
一
九
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
そ

れ
ま
で
に
紀
伊
、
越
中
の
国
司
を
歴
任
し
て
い
た
の
で
、
一
一
歳
く
ら
い
か
ら
国
司
を
勤
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

少
年
の
受
領
任
命
に
つ
い
て
は
、『
中
右
記
』
大
治
四
年
（
一
一
二
九
）
七
月
十
五
日
条
裏
書
に
、
白
河
法
皇
の
時
に
初
め
て
行
わ
れ

た
事
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
は
、
十
一
世
紀
に
は
行
わ
れ
て
い
た
。
藤
原
頼
通
の
子
で
あ
る
橘
俊
綱
は
長
久
二
年
（
一
〇
四
一
）、
一

五
歳
で
尾
張
守
に
な
っ
て
い
る
（『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
三
、
伏
見
修
理
大
夫
俊
綱
事
）。
ま
た
、
春
宮
大
夫
藤
原
頼
宗
の
子
基
貞
は
、
長

元
八
年
（
一
〇
三
五
）
頃
、
一
六
歳
で
但
馬
守
に
補
任
さ
れ
た
（『
栄
花
物
語
』
巻
三
十
二
）。
年
端
も
い
か
な
い
一
〇
歳
そ
こ
そ
こ
の
少

年
を
親
の
身
分
だ
け
で
受
領
に
任
じ
、
国
が
治
め
ら
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
制
度
が
形
骸
化
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ

と
指
摘
さ
れ
て
い
）
4
（
る
。
実
際
に
元
服
後
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
受
領
と
違
い
十
代
で
国
を
治
め
ら
れ
た
の
か
疑
わ
し
い
。
ま
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た
、
白
河
法
皇
の
頃
に
は
、『
中
右
記
』
天
仁
元
年
（
一
一
〇
八
）
正
月
二
十
四
日
条
に
よ
る
と
、
熟
国
の
受
領
は
十
五
か
国
中
、
七
人

が
院
近
臣
で
占
め
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
恣
意
的
な
人
事
は
十
二
世
紀
に
入
る
と
恒
常
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
受
領
制
は
解
体
し

て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
）
5
（

る
。
現
県
域
で
は
、
十
世
紀
か
ら
愁
訴
は
続
き
、
十
一
世
紀
に
郡
庁
が
無
く
な
る
郡
も
あ
り
、
加
え
て
国
守
急
死

に
際
し
て
は
国
内
騒
動
と
な
っ
て
お
り
、
十
二
世
紀
以
前
か
ら
国
衙
機
能
は
瓦
解
し
て
い
た
。
都
の
貴
族
が
白
河
法
皇
の
頃
に
な
り
、
よ

う
や
く
国
政
の
崩
壊
を
認
識
し
た
と
み
る
の
が
真
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

同
じ
十
二
世
紀
半
ば
、
地
元
住
民
に
よ
る
仏
像
造
立
を
は
じ
め
と
す
る
仏
教
を
通
じ
た
地
域
の
結
束
が
お
こ
る
。
平
治
元
年
（
一
一
五

九
）
の
平
勝
寺
（
豊
田
市
）
の
観
音
菩
薩
坐
像
、
平
治
二
年
（
一
一
六
〇
）
紇
哩
岡
院
（
普
門
寺
〔
豊
橋
市
〕）
の
梵
鐘
、
嘉
応
三
年

（
一
一
七
一
）
の
林
光
寺
（
新
城
市
）
薬
師
如
来
像
が
地
元
の
住
民
に
よ
り
造
立
さ
れ
て
い
る
（
九
章
二
節
、
十
章
六
節
）。
国
守
に
対
す

る
武
力
抵
抗
と
地
域
の
絆
を
強
め
る
結
束
は
、
朝
廷
に
対
す
る
不
信
感
と
し
て
地
域
住
民
の
自
立
を
促
し
た
行
動
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
国
守
に
よ
る
大
規
模
な
写
経
や
経
塚
埋
納
の
事
業
な
ど
が
、
地
元
住
民
同
志
を
結
び
つ
け
る
素
地
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
想
定
さ
れ

る
。
尾
張
・
三
河
で
の
仏
教
を
通
じ
た
地
域
の
結
束
は
、
同
時
期
の
畿
内
や
近
江
な
ど
で
も
み
ら
れ
）
6
（
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
、
十
世
紀

末
以
降
、
地
方
の
有
力
豪
族
出
身
僧
が
中
央
大
寺
院
で
活
躍
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
。
中
央
で
活
躍
で
き
な
い
学
識
者

が
地
元
で
住
民
同
志
の
結
束
を
働
き
か
け
る
役
割
を
担
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
朝
廷
の
地
方
支
配
に
対
す
る
矛
盾
、
地
方
社
会
の
朝
廷
へ

の
信
頼
関
係
は
、
十
世
紀
の
「
解
文
」
以
降
も
解
消
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
十
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
の
鎌
倉
幕
府
成
立
ま
で
を
王
朝
国

家
体
制
と
呼
称
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
尾
張
・
三
河
に
お
い
て
は
、
十
二
世
紀
以
前
か
ら
権
力
と
つ
な
が
り
を
持
た
な
い
、
持
と
う
と
し

な
い
人
び
と
は
、
相
容
れ
な
い
朝
廷
の
政
策
に
対
し
て
明
確
に
拒
否
す
る
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
。
彼
ら
は
ど
の
よ
う
な
生
活
を
維
持
す
る

た
め
に
、
朝
廷
に
対
す
る
抗
議
行
動
を
と
っ
て
い
た
の
か
。

　

こ
れ
は
中
世
前
期
の
「
む
ら
」
の
定
義
に
も
関
連
す
る
。
木
村
茂
光
氏
は
、「
村
」
＝
中
世
後
期
の
「
惣
村
」、「
ム
ラ
」
＝
大
山
喬
平

氏
が
提
唱
す
る
「
生
活
の
ユ
ニ
ッ
ト
」、「
む
ら
」
＝
荘
園
制
に
隠
れ
た
中
世
前
期
の
村
落
、
と
分
け
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
中
世
前
期
の

荘
園
に
お
い
て
、
在
地
住
民
の
意
思
を
反
映
す
る
政
治
的
共
同
組
織
と
し
て
の
「
住
人
等
」
は
存
在
し
た
が
、
そ
の
も
と
で
生
活
・
生
産
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を
維
持
す
る
組
織
と
し
て
存
在
し
た
「
む
ら
」
は
、
ま
だ
史
料
的
に
現
出
せ
ず
、「
史
料
的
に
現
れ
に
く
い
」
存
在
で
あ
っ
た
。
平
安
後

期
の
「
住
人
等
」
は
、
荘
園
を
領
域
と
し
た
政
治
的
共
同
組
織
と
捉
え
、
そ
の
内
部
に
複
数
の
生
活
と
生
産
を
維
持
す
る
た
め
の
「
む

ら
」
が
存
在
し
た
。
領
域
型
荘
園
の
形
成
期
に
あ
っ
た
当
該
期
に
、
地
域
の
政
治
主
体
は
「
住
人
等
」「
百
姓
等
」
と
表
現
さ
れ
る
組
織

で
あ
り
、
そ
の
も
と
に
あ
っ
た
「
む
ら
」
は
政
治
主
体
と
し
て
現
出
し
て
い
な
い
、
と
さ
れ
て
い
）
7
（

る
。

　

県
域
に
お
け
る
領
域
型
荘
園
（
一
円
型
支
配
）
へ
の
端
緒
と
も
い
え
る
動
き
は
、
天
養
元
年
（
一
一
四
四
）
の
皇
后
宮
職
領
を
春
日
部

東
部
篠
木
郷
に
一
円
荘
園
と
し
て
立
券
し
た
篠
木
荘
で
あ
っ
た
（
十
章
一
節
、
資
7　

八
七
二
・
八
七
三
）。
県
域
の
集
落
遺
跡
は
、
存

続
期
間
に
差
が
あ
る
も
の
の
、
十
世
紀
が
一
つ
の
基
準
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
世
集
落
は
十
一
世
紀
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
十
二
世
紀

後
期
に
出
現
す
る
（『
資
料
編
4　

考
古
4
』、『
通
史
編
2　

中
世
1
』
五
章
二
節
）。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
県
域
の
人
び
と
の
生
活
様

式
が
変
化
し
た
時
期
は
、
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
前
半
と
み
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
後
は
、
尾
張
・
三
河
の
上
層
農
民

の
動
向
を
通
じ
て
、
十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
前
半
ま
で
の
生
活
様
式
を
変
化
さ
せ
た
具
体
的
な
事
例
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
よ
う
。

む
す
び

　

本
稿
で
は
、
古
代
の
地
域
史
研
究
の
課
題
に
つ
い
て
愛
知
県
域
を
例
に
考
察
し
た
。『
愛
知
県
史　

通
史
編
1　

原
始
・
古
代
』
を
紹

介
す
る
と
と
も
に
、「
尾
張
」「
三
河
」
と
い
う
地
域
的
な
差
異
が
生
じ
た
の
は
い
つ
か
と
い
う
こ
と
と
、
今
後
の
課
題
・
展
望
と
し
て
県

域
の
社
会
構
造
の
変
化
を
中
心
に
言
及
し
た
。
尾
張
・
三
河
の
地
域
差
は
、
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
あ
り
、
文
化
が
伝
播
す
る
こ
と
に
よ

り
形
成
さ
れ
て
き
た
。
県
域
で
は
、
他
地
域
と
交
流
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
文
化
も
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
神
話
・
伝
承
を
は
じ
め
と
す

る
地
域
史
は
ロ
マ
ン
で
あ
り
、
必
ず
し
も
歴
史
学
的
に
解
明
さ
れ
な
く
て
も
い
い
と
い
う
意
見
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
自
分

の
住
む
、
あ
る
い
は
関
わ
っ
て
い
る
地
域
の
ル
ー
ツ
に
つ
い
て
歴
史
学
を
通
じ
て
解
明
す
る
こ
と
は
、
日
常
生
活
に
深
み
を
つ
く
る
一
つ
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の
指
標
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
深
淵
の
な
か
か
ら
新
た
な
文
化
は
形
成
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
、
本
書
で
は

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
事
象
に
つ
い
て
、
今
後
も
探
究
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

注（
1
） 

『
愛
知
県
史　

資
料
編
6　

古
代
1
』
史
料
番
号
四
五
二
。
以
下
、『
愛
知
県
史　

資
料
編
7　

古
代
2
』
も
同
様
に
表
記
す
る
。

（
2
） 

『
江
南
市
史　

資
料
一　

宗
教
編
』
江
南
市
、
一
九
七
五
年
。『
江
南
市
史　

本
文
編
』
江
南
市
、
二
〇
〇
一
年
。

（
3
） 

拙
稿
「
平
安
前
期
の
三
河
国
に
お
け
る
富
豪
層
」（『
愛
知
県
立
大
学
大
学
院　

国
際
文
化
研
究
科
論
集
（
日
本
文
化
編
）』
第
一
九
号
、
二
〇
一

八
年
）。

（
4
） 

寺
内
浩
「
受
領
考
課
制
度
の
変
容
」「
受
領
考
課
制
度
の
解
体
」（
と
も
に
『
受
領
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
四
年
。
初
出
一
九
九
七
年
）。

（
５
） 

寺
内
浩
「
受
領
考
課
制
度
の
変
容
」「
受
領
考
課
制
度
の
解
体
」（
前
掲
注（
4
））。

（
6
） 

河
音
能
平
「
丹
波
国
田
能
荘
の
百
姓
と
そ
の
「
縁
共
」
に
つ
い
て
│
中
世
前
期
村
落
に
お
け
る
小
百
姓
の
存
在
形
態
│
」（『
河
音
能
平
著
作
集
第

四
巻　

中
世
畿
内
の
村
落
と
都
市
』
文
理
閣
、
二
〇
一
一
年
。
初
出
一
九
七
四
・
七
五
年
）。

（
7
） 

木
村
茂
光
「「
村
」・「
ム
ラ
」
は
あ
れ
ど
「
む
ら
」
は
な
し
」（『
歴
史
評
論
』
八
四
五
号
、
二
〇
二
〇
年
）。
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